
 
 

○田村市地域福祉計画策定委員会設置要綱 

平成26年３月26日告示第34号 

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第107条に基づき、協働により地域福祉の総合的な推進

を図る田村市地域福祉計画（以下「計画」という。）を策定するため、田村市地域福祉計画策定

委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 計画の策定に関すること。 

(２) 計画に係る調査等に関すること。 

(３) その他必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 保健福祉・医療関係者 

(３) 地域活動団体等関係者 

(４) 公募市民 

(５) その他市長が指名する者 

２ 委員は、当該計画の策定が終了したときに解任されるものとする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。 

（意見の聴取等） 

第６条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又

は必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、保健福祉部社会福祉課において処理する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

附 則 

この告示は、平成26年４月１日から施行する。 


